
橋本市への寄附と税務申告の流れ（イメージ）

納税者

①　寄附
（納付書又は現金
書留による。）

②　領収書

橋本市

最寄りの税務署

③　申告書の提出　※
(１月から１２月までの①の寄附に関
し、②の領収書を添付の上、翌年の
３月１５日までに申告）

住所地の市区町村

連絡

※e-Taxを利用す場合には、②の領収書の
　添付は省略可（添付書類は３年間の保管
　義務があります。）

※確定申告が不要なサラリーマン等が住民
　税の税額控除だけを受けようとする場合に
　は、③に代わり、住所地の市区町村に簡易
　な申告書を提出するだけで可

納税者に行っていただく手続き等

行政機関が行う手続き等

④　所得税の還付

⑤　住民税の税額控除
（控除後の税額で翌年度の住民税が課税）


